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「固定資産の減損に係る会計基準」の早期適用に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成 17 年 6月 17 日開催の取締役会において、「固定資産の減損に係る会計基準」を平成 17 年

12 月期より早期適用することを決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

 

1. 「固定資産の減損に係る会計基準」の早期適用について 

当社グループは財務体質の一層の健全化を図るため、「固定資産の減損に係る会計基準」を早期適

用することを決定いたしました。これにより平成 17 年 6 月中間期において固定資産の減損損失を計

上する予定であります。 

 

2. 減損損失見込額 

(単位 百万円) 

減損損失見込額 
内    容 

連結 個別 

越前カントリー倶楽部 1,730       1,264      

遊休地 129       129      

合    計 1,860       1,394      

 

3. 業績への影響 

業績への影響につきましては、平成 17 年 1 月 27 日発表の業績予想に概算金額を見込んでおります

ので、業績予想の変更はございません。 

 


